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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫
特許権侵害差止請求控訴事件

（「ソレノイド」事件－端部部材それ自体によって「密封」される必要があるか否か
のクレーム文言解釈の判断が変更され、特許権者が逆転勝ちした事例。）［上］（全２回）

−平成30年（ネ）第10034号、令和４年３月14日判決言渡（菅野裁判長）−

【本判決の要旨、若干の考察】

１．請求項１
「相手側ハウジング部材に備えられた取付孔に収容されるソレノイドであって、
前記ソレノイドは、前記取付孔に入り込まれるケース部材、該ケース部材の内側に収納されるコイ
ル部材、前記ケース部材の一方の開口端部の内側に固定され前記コイル部材の内筒部に延出するセン
タポスト部材、前記コイル部材の内筒部に位置し有底円筒状のスリーブにより囲まれ往復動可能なプ
ランジャが配置されるプランジャ室、前記ケース部材の他方の開口端部と前記プランジャ室との間に
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